
藤沢市障がい福祉サービス等地域拠点事業所配置事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、在宅の重度障がい者等であって障がい特性により支援が困難な者

や緊急的な支援が必要な者に対し、常時必要なサービスが提供できるよう、藤沢

市、鎌倉市及び寒川町にて、湘南東部拠点事業所配置圏域における障害福祉サー

ビス等地域拠点事業所配置事業に関する協定書に基づき、藤沢市障がい福祉サー

ビス等地域拠点事業所配置事業を実施し、神奈川県が定める市町村障害者福祉事

業推進補助金事業実施要領（障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業分）第

３条（２）の規定による短期入所拠点事業所配置事業を実施する事業者のうち、

同第５条の規定による湘南東部拠点事業所配置圏域において事業を実施する法人

に対し、藤沢市補助金交付規則（昭和３５年藤沢市規則第１１号）及びこの要綱

に基づき、予算の範囲内において、補助金を交付する。 

（補助の対象経費等） 

第２条 補助基準額及び補助対象経費は、別表のとおりとする。 

２ 補助の額は、藤沢市、鎌倉市、寒川町の按分とし、各市町の負担額は次の各

号に基づき算出した和とする。ただし、按分した経費の端数処理については、

藤沢市、鎌倉市、寒川町が協議の上、決定するものとする。 

 (１) 補助基準額（補助対象経費が補助基準額に満たない場合は、その額。以下

この項において同じ。）の１００分の７５に相当する額については、事業実

施年度の前年度の９月１日現在の人口（国勢調査を基に、二市一町がそれぞ

れ推計し、公表する人口）により按分した額 

 (２) 補助基準額の１，０００分の１２５に相当する額については、事業実施年

度の前年度の９月１日現在の本事業登録者数により按分した額 

 (３) 補助基準額の１，０００分の１２５に相当する額については、事業実施年

度の前々年度の９月から前年度の８月までの１年間の延べ利用者数により按

分した額 

（補助金交付の申請手続） 

第３条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書（様式第１号）



に次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度の４月１日までに、又は年度の途中

から事業を開始する場合は事業の開始日までに市長に提出しなければならない。 

 (１) 障がい福祉サービス等地域拠点事業所配置事業計画書 

 (２) 収支予算書（様式第２号） 

 (３) 職員名 

（補助金交付の決定） 

第４条 市長は、前条の規定により、補助金交付の申請があったときは、審査のう

え、交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書（様式第３号）により、当該申

請者に通知するものとする。 

（届出義務） 

第５条 補助金の交付を受けた者は、事業を完了したときにあっては、事業完了届

（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金交付の時期） 

第６条 補助金の交付時期は、補助金交付額の年額を分割し６月、９月、１２月、

３月とする。 

２ 前項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、別に定める請求書及び

口座振込依頼書を補助金交付月の１日までに市長に提出しなければならない。 

（事業実績報告書の提出） 

第７条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに事業実績報告書（第５号

様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (１) 障がい福祉サービス等地域拠点事業所配置事業実施結果報告書 

 (２) 収支決算書（様式第６号） 

（備付帳簿） 

第８条 補助金の交付を受けたものは、事業の施行に関し、必要な帳簿等を備え付

け、当該補助事業完了年度の翌年度の４月１日から起算して５年間保管しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、随時帳簿等を調査することができる。 

   附 則 

（施行期日等） 



１ この要綱は、平成２５年１月１日から施行する。  

２ 第３条の規定にかかわらず、平成２４年度については、平成２５年１月１日

付けで補助金交付申請書（第１号様式）を受理し、同日付で交付の決定を行

うことができる。 

３ 第６条の規定にかかわらず、平成２４年度については、補助金交付額の年額

を一括して２月の末日までに交付する。 

 （検討） 

４ 市長は、平成２９年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加

え、その結果について必要な措置を講ずるものとする。  

   附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

２ 市長は、平成３４年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加

え、その結果について必要な措置を講ずるものとする。  

３ 前項「平成３４年」とあるのは「令和４年」と読み替えるものとする。  

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

補助基準額 補助対象経費 

６，８０５千円 事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、

役務費、需用費その他の事務執行に要する経費 

 



様式第１号（第３条関連） 

補助金交付申請書 

 

  年  月  日   

 

 藤沢市長 

 

所 在 地             

名 称             

代表者氏名          印  

 

 次のとおり申請します。 

１ 事 業 名  

２ 施 行 場 所  

３ 事 業 費               円 

４ 計 画 概 要 

 

 

 

  

  

 

５ 着手予定年月日        年（    年）   月   日 

６ 完了予定年月日       年（    年）   月   日 

７ 添 付 書 類 

□ 障がい福祉サービス等地域拠点事業所配置事業計画書 

□ 収支予算書 

□ 職員名簿        

□ その他（     ） 



様式第２号（第３条関連） 

 

収支予算書 

 

(収入の部) 

区 分 予 算 額 摘 要 

          

       

      

      

      

      

      

      

      

 合  計      

 

(支出の部) 

区 分 予 算 額 摘 要 

 報酬     

 給料     

 職員手当等     

 共済費     

 旅費     

 役務費     

 需用費     

      

      

 合 計     



様式第３号（第４条関連） 

補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日   

 

        様 

 

藤沢市長 氏 名 印  

 

 次のとおり交付する。 

１  事 業 名 事 業  

２  施行場所   

３  補助金額 
 

円 

４  条 件   

５  指 示   

 

 

 



様式第４号（第５条関連） 

事業完了届 

 

  年  月  日   

 

 藤沢市長 

 

住 所             

名 称             

代表者氏名          印  

 

 次のとおり届けます。 

１  事 業 名 事 業  

２  施 行 場 所   

３ 着手年月日   

４ 完了年月日   

(事務処理欄) 

 



様式第５号（第７条関連） 

事業実績報告書 

 

  年  月  日   

 

 藤沢市長 

 

住 所             

名 称             

代表者氏名          印  

 

 次のとおり報告します。 

１  事 業 名 事 業 

２  施 行 場 所   

３  事 業 費 
円 

４  補 助 金 額 円 

５ 着手年月日   

６ 完了年月日   

７ 経過と内容 

  

  

  

８  添 付 書 類 

□ 障がい福祉サービス等地域拠点事業所配置事業実施結果

報告書 

 

□ 収支決算書 

 

□ その他（       ） 

 

(事務処理欄) 

 



様式第６号（第７条関連） 

収支決算書 

 

(収入の部) 

区 分 予算額 決算額 増減(△) 摘 要 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

(支出の部) 

区 分 予算額 決算額 増減(△) 摘 要 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


